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参考事項

タカシン家具工業（株） 福井県坂井市 R5.1.13
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の
７

フォークリフトを用いて作業を行う際、
労働者を危険な場所に立ち入らせたもの

R5.1.13送検

（株）伸永 福井県鯖江市 R5.1.19
労働安全衛生法第22条
労働安全衛生規則第606条

冷房、通風等適当な温湿度調節の措置を
講じることなく暑熱な屋内作業場におい
て労働者に作業を行わせたこと

R5.1.19送検

川端製紙（株） 福井県福井市 R5.4.20
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20
条

無資格の労働者にフォークリフトを運転
させたもの

R5.4.20送検

（株）日和ピアノ運送 福井県福井市 R5.7.19
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ約7.4メートルにある搬入口で、要求
性能墜落制止用器具を使用させる等墜落
防止措置を講じることなく労働者に作業
を行わせたこと

R5.7.19送検

サンソン建設（株）
福井県
永平寺町

R5.8.4
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20
条

無資格の労働者に機体重量３トン以上の
解体用つかみ機を運転させたもの

R5.8.4送検

合同建設（株）
福井県
南越前町

R5.11.2
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第157条

林道の路肩で、車両系建設機械であるド
ラグ・ショベルを用いて路面清掃作業を
行わせていたにもかかわらず、誘導者を
配置していなかったもの

R5.11.2送検

永大産業（株） 福井県敦賀市 R5.11.8
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条

サイロ内のスクリューコンベヤーの調整
作業にあたり、機械の運転を停止する措
置を講じていなかったもの

R5.11.8送検
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